主伐材搬出補助事業実施要領
　　27農振財森第680号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成27年 ９月１日

（都承認　平成27年９月７日付
27産労農森第506号）

第１　目的
　

東京の森林は地形が急峻で、全国と比較して林業生産費が高い。また、木材価格の長期低迷や人件費上昇もあり、林業による収益が見込めず、民間による伐採更新は依然低迷している。森林の循環と再生を図るには、伐採更新が不可欠であるため、民間による伐採更新の促進を図ることを目的に、主伐材の搬出補助を実施する。
第２　事業の内容
主伐材搬出補助事業の内容は、主伐地から多摩木材センター又は多摩産材認証協議会登録製材所（以下「市場等」という。）までの搬出（以下、「出荷事業」という。）とする。
第３　事業区分及び実施主体
　　補助の対象となる事業区分及び補助事業の実施主体は、次のとおりとする。ただし、暴力団（東京都暴力団排除条例（平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下、同じ。）、暴力団員等（条例第２条第３号に規定する暴力団員及び同条第４号に規定する暴力団関係者をいう。以下、同じ）及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるものは、補助金の交付対象としない。
	事業区分
	補助事業の実施主体

	主伐材搬出補助事業
	主伐地における立木所有者（以下「事業主体」という。）


第４　事業の実施
１　出荷事業
(1)補助対象経費
多摩地域における出荷事業に係る経費を補助対象とする。
(2) 補助要件
　ア　一体的に整備することが適当な0.50ha以上の人工林における事業であ　ること。
イ　出荷事業地において、主伐後の造林及び保育事業に関する契約を公益財団法人東京都農林水産振興財団（以下、「公財」という）と締結すること。
(3) 補助金の交付申請

事業主体が補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書（別記様式第１号及び第５号）を公財に提出するものとする。

(4) 主伐地及び主伐材の確認

　　事業主体は、主伐地の範囲及び主伐材について公財の確認を得ること。

(5) 主伐材の搬出
　ア　事業主体は、前項の確認を受けた主伐材を市場等に搬出したときは、当該主伐材の材積を測定し、出荷主伐材積票（別記様式第２号）を作成する。ただし、当該市場等が作成した材積が記載された受け渡し伝票等（以下「取引伝票」）がある場合は、当該取引伝票とすることができるものとする。

　イ　事業主体は、当該主伐材の搬出が終了したときは、出荷主伐材積票を添えて速やかに出荷事業報告書（別記様式第３号）を公財に提出するものとする。

　ウ　事業主体は、(4)の範囲における主伐が完了したことについて公財の確認を得ること。
(6) 出荷主伐材積の検収

ア　出荷主伐材の検収は、当該主伐材が運搬された市場等において、材積を検知することにより行う。ただし、取引伝票若しくは公財が測定を確認した出荷主伐材積票がある場合は、当該取引伝票若しくは出荷主伐材積票により検収することができる。
イ　材積は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ法）の素材の日本農林規格に基づき算出するものとする。

(7) 竣工検査

竣工検査は、(4)及び(5)の主伐地・主伐材の確認及び(6)の出荷主伐材積の検収をもって行う。

(8) 補助金の査定

(7)で規定する竣工検査により、補助事業の成果が本要領に適合すると認めるときは、以下のとおり補助金を査定するものとする。
　　ア　補助金額の算出

(1) 標準経費

標準経費は、公財が年度当初に定める単価に出荷材積を乗じた額とする。

(2) 補助金額
補助金額は、標準経費に補助率を乗じた額とする。
イ　単価

       単価は、毎年度、予算の範囲内で定めるものとする。

       なお、単価に加算することができる諸掛費の率は、毎年度、予算の範囲内で、森林整備事業に準じて定めるものとする。

　　ウ　補助率
補助率は、別表１のとおりとする。

　(9) 補助金の交付決定等
ア　公財は、補助金査定の結果に基づいて、原則として補助金の交付決定及び補助金の額の確定を同時に行い、別記様式第６号にて事業主体に通知する。

イ　公財は、事業主体からの、補助金交付請求書（別記様式第４号）に基づき、速やかに補助金を交付する。

(10) 助成

公財は、予算の範囲内において、東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号）に定めるものに準ずるほか、この要領第４の(9)の定めるところにより、出荷を実施するに要する補助対象経費について補助するものとする。
第５　その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は公財が別に定める。
　附則

１　この要領は、平成27年９月１日から適用する。（都承認　平成27年９月７日付27産労農森第506号）

２　この要領は、平成28年５月27日から適用する。（都承認　平成28年６月６日付28産労農森第318号）
３　この要領は、令和８年４月１日から適用する。（都承認　令和８年３月５日付７産労農森第1428号）
別表１　補助率

	区分
	補助率

	(1) 主伐材の搬出に要する経費
	１０分の７以内


別記様式第１号（申請書）

年度主伐材搬出補助事業補助金交付申請書
年　　月　　日
公益財団法人

東京都農林水産振興財団理事長　　殿
申請者   住　所
         氏　名　　　　　　　　印

このことについて、主伐材搬出補助事業実施要領第４の１の（３）の規定により補助金を交付されるよう申請します。

様式第１号の附
　別紙内訳表
	番号
	主伐実施森林の所在
	森林所有者の住所・氏名
	面積(ha)
	樹種
	摘要

	
	
	
	
	
	


別記様式第２号（材積票）
出荷主伐材積票

	樹種
	長さ
	径
	材積(本数)
	出荷先
	摘要

	
	
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成者（測定者）氏名　　　　　　　　　　印
　　　　　　年　　　月　　　日

　　　　上記測定に立会い確認した。
　　　　　　　　　　　　　公益財団法人東京都農林水産振興財団　

担当者氏名　　　　　　　　　　　印

別記様式第３号（報告書）

出荷事業報告書

年　　月　　日
公益財団法人

東京都農林水産振興財団理事長　　殿
事業主体   住　所

         氏　名　　　　　　　　印

このことについて、別紙出荷主伐材積票のとおり主伐材を市場等に出荷しましたので、主伐材搬出補助事業実施要領第４の１の（５）のイの規定により報告します。

別記様式第４号（請求書）
年度主伐材材搬出補助事業補助金請求書
番　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
公益財団法人

東京都農林水産振興財団理事長　　殿
（事業主体）
　　　住　所
氏　名　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　年　　月　　日付　　　　　　第　　　　号で額の確定のあった主伐材搬出補助事業補助金を次のとおり請求します。
　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　
別記様式第５号（暴力団誓約書）
誓約書
公益財団法人東京都農林水産振興財団理事長　　殿
主伐材搬出補助事業実施要領第４の１の（３）の規定に基づく補助金等の交付の申請を行うに当たり、当該申請により補助金等の交付を受けようとする者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）が東京都暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団、同条第３号に規定する暴力団員又は同条第４号に規定する暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことをここに誓約いたします。
　また、この誓約に違反又は相違があり、補助金等の交付の決定の取消しを受けた場合において、返還を命じられたときは、これに異議なく応じることを誓約いたします。
あわせて、理事長が必要と認めた場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ照会がなされることに同意いたします。
　　　年　　月　　日
住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
＊　法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名を記入すること。
＊　この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいう。
・　暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
・　暴力団員を雇用している者
・　暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
・　暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者
・　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
別記様式第６号（交付決定及び額の確定通知書）
　

番　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　補助金申請者

　　　　　年　　月　　日付をもって申請のあった　　　　年度主伐材搬出補助事業（以下、「補助事業」という。）に要した経費の補助については、下記のとおり交付決定及び額の確定をする。
　　　　　　　年　　月　　　日
　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人　東京都農林水産振興財団　　

理事長　　　　　　　
記
第1 交付金額

金　　　　　　　　　円

第2 補助事業の内容

補助事業の内容は、申請書記載のとおりとする。

第3 補助金
補助率は１０分の７とする。

第4 決定の取消し

理事長は、補助金申請者（以下「補助事業者」という。）が次のいずれかに該当した場合にはこの交付の決定の全部又は一部を取り消す。

1 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 その他この交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。

第5 補助金の返還

理事長は、第４の規定によりこの交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

第6 違約加算金及び延滞金

1 理事長が、第５の規定により補助金の返還を命じたときは、補助事業者は、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額）につき年１０．９５パ－セントの割合で計算した違約加算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。

2 理事長が補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者が、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納付額につき年１０．９５パ－セントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。

3 １及び２に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても３６５日当たりの割合とする。

第7 違約加算金及び延滞金の計算

1 第６の１の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

２　第６の２の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第８　帳簿等の検査及び報告

補助事業者は、理事長が職員に補助事業に係る帳簿物件の検査をさせる場合又は当該事業について報告を求める場合は、これに応じなければならない。

第９　帳簿及び関係書類帳簿の整理保管

補助事業者は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該事業完了の日の属する会計年度終了後５年間整理保管しなければならない。

第10 申請の撤回

補助事業者は、この交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、この交付の決定の通知受領後１４日以内に、その旨を記載した書面を財団に提出することにより、申請の撤回をすることができる。

